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〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
四
号

商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
八
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
六
条
関
係
）

別
表
（
第
六
条
関
係
）
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第
一
類

［
略
］

第
一
類

［
略
］

～
第
七

～
第
七

類

類

第
八
類

一
～
八

［
略
］

第
八
類

一
～
八

［
略
］

九

ヘ
ア
ア
イ
ロ
ン

［
新
設
］

カ
ー
ル
用
ヘ
ア
ア
イ
ロ
ン

ス
ト

レ
ー
ト
用
ヘ
ア
ア
イ
ロ
ン

第
九
類

［
略
］

第
九
類

［
略
］

・
第
十

・
第
十

類

類
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第
十
一

一
～
二
十
三

［
略
］

第
十
一

一
～
二
十
三

［
略
］

類

二
十
四

身
体
用
保
冷
パ
ッ
ク
（
医
療

類

［
新
設
］

用
の
も
の
を
除
く
。
）

第
十
二

［
略
］

第
十
二

［
略
］

類
・
第

類
・
第

十
三
類

十
三
類

第
十
四

一
～
三

［
略
］

第
十
四

一
～
三

［
略
］

類

四

身
飾
品

類

四

身
飾
品

イ
ヤ
リ
ン
グ

カ
フ
ス
ボ
タ
ン

イ
ヤ
リ
ン
グ

カ
フ
ス
ボ
タ
ン

貴
金
属
製
き
章

貴
金
属
製
バ
ッ
ジ

貴
金
属
製
き
章

貴
金
属
製
バ
ッ
ジ
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ネ
ク
タ
イ
留
め

ネ
ク
タ
イ
ピ
ン

貴
金
属
製
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ピ
ン

ネ

ネ
ッ
ク
レ
ス

ブ
レ
ス
レ
ッ
ト

ク
タ
イ
留
め

ネ
ク
タ
イ
ピ
ン

ネ

ペ
ン
ダ
ン
ト

宝
石
ブ
ロ
ー
チ

メ

ッ
ク
レ
ス

ブ
レ
ス
レ
ッ
ト

ペ
ン

ダ
ル

指
輪

ロ
ケ
ッ
ト

ダ
ン
ト

宝
石
ブ
ロ
ー
チ

メ
ダ
ル

指
輪

ロ
ケ
ッ
ト

五
～
八

［
略
］

五
～
八

［
略
］

第
十
五

［
略
］

第
十
五

［
略
］

類

類

第
十
六

一
～
六

［
略
］

第
十
六

一
～
六

［
略
］

類

七

写
真

類

七

写
真

写
真
立
て

八
～
十
一

［
略
］

八
～
十
一

［
略
］
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第
十
七

［
略
］

第
十
七

［
略
］

類
～
第

類
～
第

十
九
類

十
九
類

第
二
十

一
～
八

［
略
］

第
二
十

一
～
八

［
略
］

類

九

ア
ド
バ
ル
ー
ン

犬
小
屋

う
ち

類

九

ア
ド
バ
ル
ー
ン

犬
小
屋

う
ち

わ

屋
内
用
ブ
ラ
イ
ン
ド

懐
中
鏡

わ

屋
内
用
ブ
ラ
イ
ン
ド

買
物
か

鏡
袋

額
縁

家
庭
用
水
槽
（
金

ご

懐
中
鏡

鏡
袋

額
縁

家
庭

属
製
又
は
石
製
の
も
の
を
除
く
。
）

用
水
槽
（
金
属
製
又
は
石
製
の
も
の

紙
タ
オ
ル
取
り
出
し
用
箱
（
金
属

を
除
く
。
）

紙
タ
オ
ル
取
り
出
し

製
の
も
の
を
除
く
。
）

き
ゃ
た
つ

用
箱
（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

及
び
は
し
ご
（
金
属
製
の
も
の
を
除

き
ゃ
た
つ
及
び
は
し
ご
（
金
属
製
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く
。
）

工
具
箱
（
金
属
製
の
も
の

の
も
の
を
除
く
。
）

工
具
箱
（
金

を
除
く
。
）

小
鳥
用
巣
箱

し
し

属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

小
鳥
用

ゅ
う
用
枠

植
物
の
茎
支
持
具
（
金

巣
箱

し
し
ゅ
う
用
枠

植
物
の
茎

属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

食
品
見

支
持
具
（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。

本
模
型

す
だ
れ

扇
子

装
飾
用

）

食
品
見
本
模
型

す
だ
れ

扇

ビ
ー
ズ
カ
ー
テ
ン

タ
オ
ル
用
デ
ィ

子

装
飾
用
ビ
ー
ズ
カ
ー
テ
ン

タ

ス
ペ
ン
サ
ー
（
金
属
製
の
も
の
を
除

オ
ル
用
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
（
金
属
製

く
。
）

つ
い
立
て

手
持
ち
式
旗

の
も
の
を
除
く
。
）

つ
い
立
て

ざ
お
（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

手
持
ち
式
旗
ざ
お
（
金
属
製
の
も
の

ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
及
び
標
札
（
金

を
除
く
。
）

ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
及

属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

ハ
ン
ガ

び
標
札
（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。

ー
ボ
ー
ド

美
容
院
用
椅
子

び
ょ

）

ハ
ン
ガ
ー
ボ
ー
ド

美
容
院
用

う
ぶ

日
よ
け

風
鈴

ベ
ン
チ

椅
子

び
ょ
う
ぶ

日
よ
け

風
鈴
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ペ
ッ
ト
用
ベ
ッ
ド

帽
子
掛
け
か
ぎ

ベ
ン
チ

ペ
ッ
ト
用
ベ
ッ
ド

帽

（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

マ

子
掛
け
か
ぎ
（
金
属
製
の
も
の
を
除

ネ
キ
ン
人
形

木
製
又
は
プ
ラ
ス
チ

く
。
）

マ
ネ
キ
ン
人
形

木
製
又

ッ
ク
製
の
立
て
看
板

郵
便
受
け
（

は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
立
て
看
板

金
属
製
又
は
石
製
の
も
の
を
除
く
。

郵
便
受
け
（
金
属
製
又
は
石
製
の
も

）

揺
り
か
ご

幼
児
用
歩
行
器

の
を
除
く
。
）

揺
り
か
ご

幼
児

洋
服
飾
り
型
類

浴
室
用
腰
掛
け

用
歩
行
器

洋
服
飾
り
型
類

浴
室

理
髪
用
椅
子

用
腰
掛
け

理
髪
用
椅
子

十
～
十
五

［
略
］

十
～
十
五

［
略
］

第
二
十

一
～
十

［
略
］

第
二
十

一
～
十

［
略
］

一
類

十
一

ア
イ
ロ
ン
台

植
木
鉢

お
守

一
類

十
一

ア
イ
ロ
ン
台

植
木
鉢

お
守

り

お
み
く
じ

家
庭
園
芸
用
の
水

り

お
み
く
じ

化
学
物
質
を
充
て
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耕
式
植
物
栽
培
器

家
庭
用
燃
え
殻

ん
し
た
保
温
保
冷
具

家
庭
園
芸
用

ふ
る
い

霧
吹
き

こ
て
台

五
徳

の
水
耕
式
植
物
栽
培
器

家
庭
用
燃

小
鳥
か
ご

小
鳥
用
水
盤

じ
ょ

え
殻
ふ
る
い

霧
吹
き

こ
て
台

う
ろ

食
品
及
び
飲
料
の
保
冷
用
ア

五
徳

小
鳥
か
ご

小
鳥
用
水
盤

イ
ス
パ
ッ
ク

寝
室
用
簡
易
便
器

じ
ょ
う
ろ

寝
室
用
簡
易
便
器

石

石
炭
入
れ

せ
っ
け
ん
用
デ
ィ
ス
ペ

炭
入
れ

せ
っ
け
ん
用
デ
ィ
ス
ペ
ン

ン
サ
ー
ボ
ト
ル

貯
金
箱

ト
イ
レ

サ
ー
ボ
ト
ル

貯
金
箱

ト
イ
レ
ッ

ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
ホ
ル
ダ
ー

ね
ず
み

ト
ペ
ー
パ
ー
ホ
ル
ダ
ー

ね
ず
み
取

取
り
器

は
え
た
た
き

火
消
し
つ

り
器

は
え
た
た
き

火
消
し
つ
ぼ

ぼ

へ
ら
台

ペ
ッ
ト
用
食
器

ペ

へ
ら
台

ペ
ッ
ト
用
食
器

ペ
ッ

ッ
ト
用
ブ
ラ
シ

湯
か
き
棒

浴
室

ト
用
ブ
ラ
シ

湯
か
き
棒

浴
室
用

用
手
お
け

ろ
う
そ
く
消
し

ろ
う

手
お
け

ろ
う
そ
く
消
し

ろ
う
そ

そ
く
立
て

く
立
て
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十
二
～
十
五

［
略
］

十
二
～
十
五

［
略
］

第
二
十

［
略
］

第
二
十

［
略
］

二
類
・

二
類
・

第
二
十

第
二
十

三
類

三
類

第
二
十

一
～
七

［
略
］

第
二
十

一
～
七

［
略
］

四
類

八

織
物
製
椅
子
カ
バ
ー

織
物
製
壁

四
類

八

織
物
製
椅
子
カ
バ
ー

織
物
製
壁

掛
け

織
物
製
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

掛
け

カ
ー
テ
ン

シ
ャ
ワ
ー
カ
ー

製
の
カ
ー
テ
ン

シ
ャ
ワ
ー
カ
ー
テ

テ
ン

テ
ー
ブ
ル
掛
け

ど
ん
帳

ン

テ
ー
ブ
ル
掛
け

ど
ん
帳

九
～
十
三

［
略
］

九
～
十
三

［
略
］
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第
二
十

［
略
］

第
二
十

［
略
］

五
類

五
類

第
二
十

一
～
五

［
略
］

第
二
十

一
～
五

［
略
］

六
類

六

衣
服
用
き
章
（
貴
金
属
製
の
も
の

六
類

六

衣
服
用
き
章
（
貴
金
属
製
の
も
の

を
除
く
。
）

衣
服
用
バ
ッ
ジ
（
貴

を
除
く
。
）

衣
服
用
バ
ッ
ジ
（
貴

金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

衣
服

金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

衣
服

用
バ
ッ
ク
ル

衣
服
用
ブ
ロ
ー
チ

用
バ
ッ
ク
ル

衣
服
用
ブ
ロ
ー
チ

腕
留
め

帯
留

ワ
ッ
ペ
ン

腕
章

腕
留
め

帯
留

ボ
ン
ネ
ッ
ト
ピ
ン

（
貴
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

ワ
ッ
ペ
ン

腕
章

七
～
十
一

［
略
］

七
～
十
一

［
略
］
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第
二
十

［
略
］

第
二
十

［
略
］

七
類
・

七
類
・

第
二
十

第
二
十

八
類

八
類

第
二
十

一
～
五

［
略
］

第
二
十

一
～
五

［
略
］

九
類

六

加
工
野
菜
及
び
加
工
果
実

九
類

六

加
工
野
菜
及
び
加
工
果
実

果
実
の
缶
詰
及
び
瓶
詰

果
実
の

果
実
の
缶
詰
及
び
瓶
詰

果
実
の

漬
物

乾
燥
果
実

乾
燥
野
菜

ジ

漬
物

乾
燥
果
実

乾
燥
野
菜

ジ

ャ
ム

調
理
用
野
菜
搾
汁

ピ
ー
ナ

ャ
ム

調
理
用
野
菜
ジ
ュ
ー
ス

ピ

ッ
ツ
バ
タ
ー

ひ
き
割
り
ア
ー
モ
ン

ー
ナ
ッ
ツ
バ
タ
ー

ひ
き
割
り
ア
ー

ド

マ
ー
マ
レ
ー
ド

め
ん
ま

野

モ
ン
ド

マ
ー
マ
レ
ー
ド

め
ん
ま
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菜
の
缶
詰
及
び
瓶
詰

野
菜
の
漬
物

野
菜
の
缶
詰
及
び
瓶
詰

野
菜
の

漬
物

七
～
十
六

［
略
］

七
～
十
六

［
略
］

第
三
十

一

［
略
］

第
三
十

一

［
略
］

類

二

コ
ー
ヒ
ー
豆
（
生
の
も
の
）

類

二

コ
ー
ヒ
ー
豆

三
～
二
十

［
略
］

三
～
二
十

［
略
］

第
三
十

［
略
］

第
三
十

［
略
］

一
類

一
類

第
三
十

一

ビ
ー
ル

第
三
十

一

ビ
ー
ル

二
類

黒
ビ
ー
ル

ス
タ
ウ
ト

ラ
ガ
ー

二
類

黒
ビ
ー
ル

合
成
ビ
ー
ル

ス
タ
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ビ
ー
ル

ウ
ト

ラ
ガ
ー
ビ
ー
ル

二
～
六

［
略
］

二
～
六

［
略
］

第
三
十

［
略
］

第
三
十

［
略
］

三
類
・

三
類
・

第
三
十

第
三
十

四
類

四
類

第
三
十

一
～
十
一

［
略
］

第
三
十

一
～
十
一

［
略
］

五
類

十
二

広
告
用
具
の
貸
与

自
動
販
売

五
類

十
二

広
告
用
具
の
貸
与

タ
イ
プ
ラ

機
の
貸
与

複
写
機
の
貸
与

イ
タ
ー
、
複
写
機
及
び
ワ
ー
ド
プ
ロ

セ
ッ
サ
の
貸
与

自
動
販
売
機
の
貸

与
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十
三
～
三
十
二

［
略
］

十
三
～
三
十
二

［
略
］

第
三
十

［
略
］

第
三
十

［
略
］

六
類
～

六
類
～

第
四
十

第
四
十

類

類

第
四
十

一
～
十
四

［
略
］

第
四
十

一
～
十
四

［
略
］

一
類

十
五

運
動
用
具
の
貸
与

映
画
機
械

一
類

十
五

運
動
用
具
の
貸
与

映
画
機
械

器
具
の
貸
与

映
写
フ
ィ
ル
ム
の
貸

器
具
の
貸
与

映
写
フ
ィ
ル
ム
の
貸

与

お
も
ち
ゃ
の
貸
与

楽
器
の
貸

与

お
も
ち
ゃ
の
貸
与

楽
器
の
貸

与

カ
メ
ラ
の
貸
与

書
画
の
貸
与

与

カ
メ
ラ
の
貸
与

光
学
機
械
器

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
の
貸
与

具
の
貸
与

書
画
の
貸
与

テ
レ
ビ
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図
書
の
貸
与

ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
の
貸

ジ
ョ
ン
受
信
機
の
貸
与

図
書
の
貸

与

ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
の
貸
与

ラ
ジ

与

ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
の
貸
与

ポ
ジ

オ
受
信
機
の
貸
与

レ
コ
ー
ド
又
は

フ
ィ
ル
ム
の
貸
与

ラ
ジ
オ
受
信
機

録
音
済
み
磁
気
テ
ー
プ
の
貸
与

録

の
貸
与

レ
コ
ー
ド
又
は
録
音
済
み

画
済
み
磁
気
テ
ー
プ
の
貸
与

遊
園

磁
気
テ
ー
プ
の
貸
与

録
画
済
み
磁

地
用
機
械
器
具
の
貸
与

遊
戯
用
器

気
テ
ー
プ
の
貸
与

遊
園
地
用
機
械

具
の
貸
与

器
具
の
貸
与

遊
戯
用
器
具
の
貸
与

十
六

［
略
］

十
六

［
略
］

第
四
十

［
略
］

第
四
十

［
略
］

二
類
～

二
類
～

第
四
十

第
四
十

五
類

五
類
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備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
商
標
登
録
出
願
及
び
防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


